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すること。
⑵ 対象者は、組合員とその被扶養者（高校生以上の者）
⑶講師・講演内容・開催時期は未定
⑷参加費用は無料とすること。
⑸実施方法の詳細については、別途通知するものである
こと。

5. レセプト内容点検の強化
　資格審査・点数表との照合及び点検など、特に入院レ
セプト等請求点数の高いものについて、電算処理や専門
家の能力を積極的に活用したレセプト審査の強化を進め
ること。

6. 療養費の審査強化
　柔道整復師の療養費委任払いに係る不正請求等の防止
と、施術内容の適正化を図るため審査の強化と患者照会
を実施すること。
　また、鍼灸師の療養費委任払いについては、医師の同
意書の確認を徹底すること。

７. 重複受診等の防止、重複請求の発見及び処理
　全レセプトについて給付記録管理を行い、これを利用
して重複受診及び重複請求をチェックすること。

⑴重複受診の防止
　同じ病気で複数の医療機関または調剤薬局を受診して
いる場合、検査や処置、投薬などに重複した医療費が
かかり、体にも負担がかかる場合がある。さらに、薬の
服用過多や併合服用による薬害副作用等も考えられるの
で、適正受診のための普及活動の強化を図り、同時に医
療費の節減に努めていくこと。

⑵重複請求の発見及び処理
　医療機関からの重複請求については、給付記録管理に
より適正な処理を行うこと。

⑶時間外受診等の抑制
　①  早朝・夜間や休日の受診は、かかった医療費に深夜・休

日・時間外などの料金が加算され負担が増えるととも
に、救急医療にも支障をきたす場合があるので、夜間や
休日、時間外受診の影響について周知すること。

　②  子どもの急な病気に対応するための電話相談窓口につ
いて周知すること。

8. 第三者行為及び公務上の疾病にかかる処理
⑴第三者行為の求償権の行使
　第三者行為に係る求償権の行使にあたっては、その手
続きを迅速かつ確実に行うため負傷原因調査を行う等、
届出漏れのないよう一層の周知を図ること。

⑵公務上の疾病における組合員証使用の適正化
　公務上の疾病は、共済組合法の規定により給付の対象
とされていないことから、一時的に組合員証を使用する
場合には届出漏れのないよう協力依頼すること。

9. ジェネリック医薬品の普及促進
　薬剤に係る給付が伸びていることから、医療費が軽減
されるジェネリック医薬品（後発医薬品）の普及促進に
向けた取組みを行うこと。
　平成27年度については、生活習慣病で薬を服用され
ている方や同じ薬を複数の医療機関または調剤薬局から
受けている方を対象に「ジェネリック医薬品差額通知」
の配付を予定していること。

10. 被扶養者資格の適正化
　就職や収入が増加した方にかかる「取消」の申告もれ
をなくすため、被扶養者の資格について共済だより等で
定期的に周知すること。

11. 組合員証及び被扶養者証等の回収の徹底
　資格喪失後の組合員証及び被扶養者証等の回収を徹底
し、未回収による医療機関不正受診の防止に努めること。
　また、資格喪失後の受診にかかる医療費の返還請求に
ついて、その手続きを迅速かつ確実に行い早期回収に努
めること。

ジェネリック医薬品をお試しください。
　医師に処方される薬には先発医薬品とジェネリック医薬品があり
ます。特許の切れた先発医薬品と同じ成分で製造・販売されてい
る薬がジェネリック医薬品です。先発医薬品と効果が同等なうえ、
価格が安いので、すぐに医療費を減らしたい人におすすめです。と
くに、高血圧などの慢性疾患で、長期間、薬を服用している人が
先発医薬品からジェネリック医薬品に切り替えると、大幅に薬代を
減らせる可能性があります。

ジェネリック医薬品に切り替える時の注意点
● ジェネリック医薬品を試したいときは、医師・薬剤師に相談しましょう。
● すべての先発医薬品に対してジェネリック医薬品があるというわけではありません。
● 医師の治療方針等によって、ジェネリック医薬品に切り替えることができない場合があります。

処方せんのここをチェックジェネリック医薬品をお使いですか？

共済だより
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